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胎内市胎内市胎内市胎内市分別収集計画分別収集計画分別収集計画分別収集計画    
 

平 成 １ ９ 年  ６ 月 

                            胎 内 市 

 

１１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの意義意義意義意義    

 快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に

支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。 

 そのためには、社会を構成する全ての主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履

行していくことが重要である。 

 特に、廃棄物処理施設の安定確保は非常に困難なものであり、新発田地域広域事務組

合（以下「広域事務組合」という）が新発田市内に設置した最終処分場も予定埋立量の

４分の１を消化しており、今後も長期的な視野に立って施設整備を検討する必要がある。 

 本計画は、このような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律（以下「法」という）第８条に基づいて、一般廃棄物の大半を占める容器包

装廃棄物を分別収集し、及び地域における容器包装廃棄物の３Ｒ（リデュース、リュー

ス、リサイクル）を推進し、最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それ

ぞれの役割を明確にし、具体的な推進方策を明かにするとともに、関係者が一体となっ

て取組むべき方針を示したものである。 

 本計画の推進により、容器包装廃棄物の減量化を推進するとともに、環境への負荷の

軽減、不法投棄の防止、また最終処分場をはじめとする廃棄物処理施設の延命化、資源

の有効利用及び循環型社会の形成が図られるものである。 

 

 

２２２２    基本的方向基本的方向基本的方向基本的方向 

 本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

・容器包装廃棄物の排出抑制、再利用、リサイクルを基本とした地域社会づくり 

・全ての関係者が一体となった取り組みによる環境負荷の軽減 

 

 

３３３３ 計画期間計画期間計画期間計画期間 

 本計画の計画期間は平成２０年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定する。 

 

 

４４４４ 対象品目対象品目対象品目対象品目 

 本計画は、容器包装廃棄物のうち、アルミ製容器、スチール製容器、ガラス製容器（無 

色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、プラ 

スチック製容器包装を対象とする。 
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５５５５ 各年度各年度各年度各年度におけるにおけるにおけるにおける容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物のののの排出量排出量排出量排出量のののの見込見込見込見込みみみみ    

（（（（法第法第法第法第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第１１１１号号号号）））） 

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

容器包装廃棄物 1,670ｔ 1,651ｔ 1,605ｔ 1,589ｔ 1,573ｔ 

 

 

６６６６    容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物のののの排出排出排出排出のののの抑制抑制抑制抑制のののの促進促進促進促進をををを図図図図るるるるためのためのためのための方策方策方策方策にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

（（（（法第法第法第法第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第２２２２号号号号））））    

 容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、以下の方策を実施する。なお、実施

に当たっては、市民、事業者、市及び広域事務組合等が、それぞれの立場から役割を分

担し、相互に協力・連携を図る。 

 また、胎内市住みよい郷土づくり協議会（以下「住み郷」という）環境部会の協力を

仰ぎながら、コミュニティ組織単位で廃棄物減量への住民意識の高揚を図り、リサイク

ル活動を推進する。 

・環境教育、啓発活動の充実 

小中学校における副読本や視聴覚教材を活用した学習を推進することはもとより、地

域や住み郷の支部単位で、ごみ処理施設の見学会や懇談会を開催し、ごみ排出量の増

大に係る問題に対し認識を深めてもらう。さらに、ごみの排出抑制、分別排出、再生

意義及び効果、ごみの適切な出し方に関する教育啓発活動に積極的に取り組む。 

・再生資源団体回収支援事業の充実 

地域の子供会等の住民団体による集団回収において、奨励金交付事業を実施すること

により資源回収の拡充と３Ｒの推進を図る。 

・過剰包装の抑制と販売包装の合理化 

スーパーマーケット等の小売店での包装の簡素化を推進するとともに、レジ袋等の容

器包装の有料化、繰り返し使用が可能な買物袋（マイバック）の持参を推奨し、関係

事業者等と連携した販売包装の合理化を図る。 

・リターナブル容器、再生資源を原材料として利用した製品の積極的な販売等の促進を

図る。 
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７７７７    分別収集分別収集分別収集分別収集するものとしたするものとしたするものとしたするものとした容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物のののの種類及種類及種類及種類及びびびび当容器包装廃棄物当容器包装廃棄物当容器包装廃棄物当容器包装廃棄物のののの収集収集収集収集にににに係係係係るるるる分分分分

別別別別のののの区分区分区分区分（（（（法第法第法第法第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第３３３３号号号号））））    

    

 最終処分場の残容量、処理施設の状況及び再商品化等を総合的に勘案し、分別収集を

する容器包装廃棄物の種類を下表左欄のよう定める。 

 また、市民の協力度、市及び広域事務組合が有する処理施設、収集・選別施設の規模・

能力等を勘案し、収集に係る分別の区分は次表右欄のとおりとする。 

 

分別収集する容器包装の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
缶 

 

 

 

主として 

ガラス製の 

容器 
 

 
 

 無色のガラス製容器 

 茶色のガラス製容器 

 その他のガラス製容器 

ガラスびん 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのも

の（原材料としてアルミニウムが利用されているものを除

く。） 

紙パック 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主として紙製の容器包装であって上記以外のもの 
飲料用紙パック、段ボー

ル以外の紙製容器包装 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製の容器

であって飲料又はしょうゆ等を充てんするためのもの 
ペットボトル 

白色の発泡スチロール製

食品トレイ（以下白色ト

レイと表記） 主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外の

もの ペットボトル、白色トレ

イ以外のプラスチック製

容器包装 
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８８８８    各年度各年度各年度各年度においてにおいてにおいてにおいて得得得得られるられるられるられる分別基準適合物分別基準適合物分別基準適合物分別基準適合物のののの特定分別基準適合物特定分別基準適合物特定分別基準適合物特定分別基準適合物ごとのごとのごとのごとの量及量及量及量及びびびび容器包装容器包装容器包装容器包装

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法法法法第第第第２２２２条第条第条第条第６６６６項項項項にににに規定規定規定規定するするするする主務主務主務主務省令省令省令省令でででで定定定定めるめるめるめる物物物物のののの量量量量のののの見込見込見込見込みみみみ    

    

（（（（第第第第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第４４４４号号号号））））    

    

 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

主としてスチール製

の容器 
112ｔ 110ｔ 110ｔ 110ｔ 110ｔ 

主としてアルミ製の

容器 
38ｔ 38ｔ 37ｔ 37ｔ 37ｔ 

（合計） 

125t 

（合計） 

124t 

（合計） 

121t 

（合計） 

120t 

（合計） 

119t 
無色のガラス製容器 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

125t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

124t 

（引渡量） 

60t 

（独自処理量） 

61t 

（引渡量） 

60t 

（独自処理量） 

60t 

（引渡量） 

60t 

（独自処理量） 

59t 

（合計） 

145t 

（合計） 

143t 

（合計） 

139t 

（合計） 

138t 

（合計） 

137t 
茶色のガラス製容器 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

145t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

143t 

（引渡量） 

60t 

（独自処理量） 

79t 

（引渡量） 

60t 

（独自処理量） 

78t 

（引渡量） 

60t 

（独自処理量） 

77t 

（合計） 

40t 

（合計） 

39t 

（合計） 

38t 

（合計） 

38t 

（合計） 

38t その他のガラス製容

器 （引渡量） 

t 

（独自処理量） 

40t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

39t 

（引渡量） 

19t 

（独自処理量） 

19t 

（引渡量） 

19t 

（独自処理量） 

19t 

（引渡量） 

19t 

（独自処理量） 

19t 

主として紙製の容器

であって飲料を充て

んするためのもの

（原材料としてアル

ミニウムが利用され

ているものを除く） 

13ｔ 13ｔ 13ｔ 13ｔ 13ｔ 

主として段ボール製

の容器 
280ｔ 277ｔ 269ｔ 266ｔ 263ｔ 

（合計） 

18t 

（合計） 

18t 

（合計） 

17t 

（合計） 

17t 

（合計） 

17t 
主として紙製の容器

包装であって上記以

外のもの 
（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

18t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

18t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

17t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

17t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

17t 

（合計） 

65t 

（合計） 

64t 

（合計） 

62t 

（合計） 

61t 

（合計） 

61t 

主としてポリエチレ

ンテレタレート（Ｐ

ＥＴ）製の容器であ

って飲料又はしょう

ゆを充てんするため

のもの 
（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

65t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

64t 

（引渡量） 

30t 

（独自処理量） 

32t 

（引渡量） 

30t 

（独自処理量） 

31t 

（引渡量） 

30t 

（独自処理量） 

31t 

（合計） 

60t 

（合計） 

61t 

（合計） 

62t 

（合計） 

63t 

（合計） 

64t 
主としてプラスチッ

ク製の容器包装であ

って上記以外のもの （引渡量） 

t 

（独自処理量） 

60t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

61t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

62t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

63t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

64t 

（合計） 

20t 

（合計） 

20t 

（合計） 

20t 

（合計） 

20t 

（合計） 

20t 
  

（うち白

色 ト レ

イ） 
（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

20t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

20t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

20t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

20t 

（引渡量） 

t 

（独自処理量） 

20t 
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９９９９    各年度各年度各年度各年度においてにおいてにおいてにおいて得得得得られるられるられるられる分別基準適合物分別基準適合物分別基準適合物分別基準適合物のののの特定分別基準適合物特定分別基準適合物特定分別基準適合物特定分別基準適合物ごとのごとのごとのごとの量及量及量及量及びびびび容器包装容器包装容器包装容器包装

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法第法第法第法第２２２２条第条第条第条第６６６６項項項項にににに規定規定規定規定するするするする主務省令主務省令主務省令主務省令でででで定定定定めるめるめるめる物物物物のののの量量量量のののの見込見込見込見込みのみのみのみの算算算算定方法定方法定方法定方法    

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務

省令で定める物の量は次の算定方法を基本として算出した。    

        ＝直近年度の分別基準適合物の収集実績×人口変動率 

 

【人口変動率】 

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

32,687 人 

（対前年度比） 

99.21％ 

32,300 人 

（対前年度比） 

98.86％ 

31,390 人 

（対前年度比） 

97.18％ 

31,076 人 

（対前年度比） 

99.00％ 

30,765 人 

（対前年度比） 

99.00％ 

 

１０１０１０１０    分別収集分別収集分別収集分別収集をををを実施実施実施実施するするするする者者者者にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな事項事項事項事項（（（（第第第第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第５５５５号号号号）））） 

 分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。 

 なお、現在、自治会や住民団体による集団回収が進んでいる飲料用紙製容器について

は、引き続きこれらの団体が分別収集を実施することとし、プラスチック製容器ととも

に、スーパーマーケット等の店頭拠点回収についても事業所に協力を求めていくものと

する。 

容器包装廃棄物の 

種   類 

収集に係る 

分別の区分 
収集・運搬段階 

選別・保管等 

段階 

アルミ 
缶 

スチール 

缶  類 

市による定期回収

住民団体による集

団回収 

委託業者 

無色ガラス 

茶ガラス 

び 
ん

 

その他ガラス 

びん類 

市による定期回収

及び住民団体によ

る集団回収 

委託業者 

紙パック 紙パック 

市による定期回収

及び住民団体によ

る集団回収、公共施

設拠点回収 

委託業者 

段ボール 

紙 

その他紙製容器包装 
紙類 

市による定期回収

及び住民団体によ

る集団回収 

委託業者 

ＰＥＴボトル ＰＥＴボトル 

 
（白色発泡スチロ

ール食品トレイ） 
白色トレイ 

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク 

その他プラスチ

ック製容器包装 
プラスチック類 

市による定期回収 委託業者 
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１１１１１１１１    分別収集分別収集分別収集分別収集のののの用用用用にににに供供供供するするするする施設施設施設施設のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（第第第第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第６６６６号号号号）））） 

 容器包装廃棄物は資源物として委託業者施設で選別・保管し、独自のリサイクルルー

トを確保している。当面の間は次に掲げる方式で分別収集を行う。 

 また、効率的かつ効果的な分別収集及び処理の体制が整ったときは随時拡充を図る。 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区別 
収集容器 収集車 中間処理 

スチール製容器 

アルミ製容器 
缶 類 袋 ２tパッカー車 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容

器 

びん類 
プラスチック

コンテナ 
４tダンプ 

飲料用紙製容器 紙パック 収集箱 ２tダンプ 

段ボール 段ボール 

その他の紙製容器包

装 
紙製容器包装 

縛る ２tパッカー車 

ペットボトル ペットボトル 収集網 ４tダンプ 

白色トレイ その他のプラスチッ

ク製容器包装 プラスチック

製容器包装 

収集網 ４tダンプ 

委託業者 

    

    

１１１１２２２２    そのそのそのその他容器包装廃棄物他容器包装廃棄物他容器包装廃棄物他容器包装廃棄物のののの分別収集分別収集分別収集分別収集のののの実施実施実施実施にににに関関関関しししし重要重要重要重要なななな事項事項事項事項    

（（（（第第第第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第７７７７号号号号）））） 

・市民や事業者等の関係者の意見、要望を反映させ、容器包装廃棄物の分別収集を円滑

かつ効率的に進めていくために、胎内市住みよい郷土づくり協議会と連携し、廃棄物

減量化に向けた協力・推進体制を確保する。 

・町内会、老人クラブ、子供会等コミュニティ組織による容器包装廃棄物の団体回収を

促進するため、奨励金の交付を行う。 

・毎年度、この計画の記載事項と実績等との比較・分析を行い、その結果をもとに時期

計画策定時に評価を実施する。  


